
  令和 ７年１１月２７日 

かつらぎ町 宛て 

 

団体 所在地  かつらぎ町丁ノ町2160       

 

   団体名  かつらぎ子ども会         

 

代表者  かつらぎ 太郎          

 

                 連絡先  0736-22-6075           

 

 

令和８年度 育成・こども会活動を 行う or 行わない 

 

どちらかに〇印をお願いします↑ 

 

 

★行うに〇印をされた団体さんは下の事業計画を記入してください。 

★休会に〇印をされた団体さんは下の事業計画の記入は不要です。 

 

 

事 業 計 画 書 

 

１ 事業の目的 
かつらぎ地域の子どもが子ども会活動を通じて、集団活動の形成

やよりよい成長の促進を図る。 

２ 事 業 費 91,000円（明細は下記の収支予算書のとおり） 

３ 事業の実施期間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日（予定） 

４ 事業の概要 
年間を通じて子どもが事業に参画する。 

・夏休みキャンプ   ・子ども文化祭作品作り 

５ 子どもの人数(Ａ) 
(小中学生の見込人数) 

２７人 
【育成協議会用】補助金上限(Ｂ) 
(100,000円×規模係数) 

円 

  【子ども会用】補助金上限(Ｂ’) 
(3,000円×人数(Ａ)) 

８１，０００円 

 

 

裏面へ続きます 

 

 

 

 

 

育成会・子ども会の会則や規

約があれば、その中に記載さ

れている「目的」を参考にし

てください。 

代表者の住所 

記入例 



 

 

【収支予算書】※補助対象項目のみ                  （単位：円） 

収  入 予 算 額 支  出 予 算 額 

自己資金 10,000 会議費 10,000 

町補助金((Ｂ)または(Ｂ’)以

下） 
81,000 事務費 6,000 

  夏休みキャンプ 35,000 

  子ども文化祭作品作り 10,000 

  クリスマス会 30,000 

    

    

合  計(Ｃ) 91,000 合  計(Ｄ) 91,000 

※ 内容を補足するため、資料の添付を求めることがあります。団体の事情により、本様式への項目の

追加や団体内既存の収支予算書等を別添とすることができるものとします。 

事業を実施する前年度の１１月２７日までに本計画書を提出してください。提出がない場合、予算

の確保ができず、補助金等を交付できなくなります。 

本計画書の提出のみをもって補助金等の確保ができるものではありません。議会の予算議決や補助

金交付申請などが必要となります。 

 ・支出金額は、補助金の対象になる金額を記載 

・支出入の項目は、各育成会・子ども会の事情にあわせて変更 

・支出入の項目の行数が足らない場合は、行数を加えるまたは別紙（様式は自由）に

記入 

・収入合計（Ｃ）と支出合計（Ｄ）は同じになるように計上してください。(Ｃ＝Ｄ) 

子ども文化祭に出展または出演する予定の

場合は、その予算額も加える。 

会議の際のお茶代等 

封筒代や郵送料等 

次年度に申請できる補助金額。補助

金額上限を参考にして記入してくだ

さい。育成会が子ども会の分も申請

する場合は(Ｂ)と(Ｂ ’)を合算して

ください。 


